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明石市都市計画マスタープラン等の市民説明会・意見募集【結果】

１　広報経緯

２　ホームページ閲覧件数

３　動画再生回数

４　市民説明会　出席者数・意見数

５　意見募集　提出人数・意見数

8

6

2

5

49

30

7

12

都市計画マスタープラン

立地適正化計画

総合交通計画

人数（合計：重複除く）

都市計画マスタープラン

立地適正化計画

総合交通計画

件数（合計）

期間 件数

市民説明会開催案内 R4.10.14～11.30 798

意見募集案内 R4.10.14～11.30 1050

期間 回数

Youtube動画再生回数 R4.11.15～11.30 135

開催地区 開催日時 開催場所 出席者数 意見数

魚住 R4.10.30
10:00～

魚住市民Ｃ
大会議室 1 2

オンライン R4.11.7
19:00～ 19 0

44 35合計

大久保 R4.10.29
14:30～

大久保市民Ｃ
大会議室 2 3

二見 R4.10.30
14:30～

二見市民Ｃ
大会議室 9 9

明石東部 R4.10.29
10:00～

ウィズあかし
704学習室 7 10

西明石 R4.11.3
10:00～

サンライフ明石
研修室 6 11

10月12日 議員情報提供

10月13日 記者情報提供

10月14日 ホームページ掲載

10月15日 広報あかし掲載

10月19日 まちづくり協議会理事会で案内

10月21日 総合交通計画検討会委員へ案内

10月31日 都市計画審議会にて案内

11月10日 明石市障害当事者等団体連絡協議会(ASK)定例会にて案内

11月15日 計画説明動画を掲載
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６　意見概要と市の考え方

①都市計画
マスタープ
ランと立地
適正化計画
の連携につ
いて

1 ﾊﾟ1 　立地適正化計画は都市計画マス
タープランの一部であることから、
都市計画マスタープランの改定内容
に「居住誘導区域」や「都市機能誘
導区域」の導入を反映させるべき。

ﾊﾟ3 　都市計画マスタープランの「将来
都市構造図」において、「居住誘導
区域」及び「都市機能区域」を基本
的基盤として位置付けるべき。
　よって、「土地利用の方針」に立
地適正化計画に関する事項を反映さ
せるほか、将来都市構造図について
も各誘導区域を反映させる見直しが
必要。

ﾊﾟ15 　都市計画マスタープランの中で立
地適正化計画における「居住誘導区
域」「都市機能誘導区域」「誘導施
設」の用語が使用できるよう、用語
の定義を記載すべき。
　また、「中心核」は「都市機能誘
導区域（中心拠点）」に、「主要地
域核」は「都市機能誘導区域（生活
拠点）」に置き換え、「都市施設」
は「誘導施設」の範囲まで拡げるべ
き。

ﾊﾟ8 　都市計画マスタープランのおける
公共交通のアクセス先を「主要な交
通結節点」という表現から「都市機
能誘導区域」という表現に変更する
方が市民の日常の利用形態に近づく
ことになる。

ﾊﾟ16 　都市計画マスタープランの全体構
想において、「持続可能な生活圏」
というキーワードを掲げながら、具
体的な方針の中では使用されていな
い。
　最も大切なのは日々の暮らしであ
り、まちづくりの６つの方針の中
に、暮らしやすい「生活圏域」の構
築という項目を加えるべき。

説2 　立地適正化計画は都市計画マス
タープランの一部として策定すべ
き。両計画が別々に策定されるた
め、表現が市民にはわかりづらい。

2 ﾊﾟ5 　都市計画マスタープランの目標年
次は2042年度に対して、立地適正化
計画は2043年となっており2042年度
に統合すべき。
　改定についても同時期に行い、統
一した計画とすべき。

　立地適正化計画における目標年次
を都市計画マスタープランと同じく
「年度表示」とします。
　改定については、社会情勢の変化
などを考慮しながら、必要な場合は
両計画ともに見直します。
　また、両計画の統一化などは、今
後の運用を踏まえたうえで必要な場
合は検討を行うこととします。

意見・質問の概要 市の考え方

　「都市計画マスタープラン」につ
いては、「都市計画法」に基づいた
都市計画や社会基盤整備全般に係る
理念や方針を示す計画であり、一方
「立地適正化計画」については、
「都市再生特別措置法」に基づいた
都市計画マスタープランの高度化版
として、主に居住、医療、福祉等の
誘導方針を定めたものです。
　また、「総合交通計画」について
は、「地域公共交通活性化再生法」
に基づいた主に交通に関する方針を
定めた計画であり、現在、国や地方
においては、それら各計画にて方針
を整理しながら、コンパクトなまち
を形成し、維持していく考え方が主
流となっています。
　よって、各計画は、根拠法令が違
うことから、今回は別に計画を策定
しています。
　そのことから、各計画において、
使用用語の違いは若干あるものの、
まちづくりに対する考え方や方向性
については連携して策定を行ってい
ます。
　しかしながら、言葉の表現などが
分かりにくいとのご指摘を頂いてい
ることから、都市計画マスタープラ
ンの中の、都市づくりの６つの方針
に追加して、まちづくりの圏域に関
する考え方を示すため、立地適正化
計画や総合交通計画に関する方針と
して、「コンパクト・プラス・ネッ
トワークのまちづくり方針」を新た
な項目として追記することとしま
す。
　立地適正化計画は、今回、新しく
策定する計画です。計画策定後も、
各計画が連携して目指すべき都市像
の実現に向けてとまちづくりを進め
ることができるよう、適正に進行管
理をしながら、必要に応じて見直し
を図っていきます。

大項目 No. No.
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

3 ﾊﾟ17 　都市防災の方針は、立地適正化計
画にて各誘導区域を指定して、その
うえで、どのような都市防災施策を
講じるかを都市計画マスタープラン
で記載するのが役割である。
　立地適正化計画にある防災方針に
ついては、都市計画マスタープラン
の都市防災方針に移して記載すべき
である。

ﾊﾟ22 　立地適正化計画の第８章防災指針
は、立地の適正化施策とは直接の関
係はなく、都市計画マスタープラン
に掲げるべき都市施設としての防災
施策に関する内容である。したがっ
て、当該第８章は、都市計画マス
タープランの都市施設整備の方針の
中の「都市防災の方針」に移すべき
である。

ﾊﾟ11 　都市計画マスタープランには、災
害ハザードにおいて、土砂災害と浸
水想定が記載されているが、地震災
害について記載がない。
　被害の軽減には木造密集地域にお
ける道路の確保であり、それらへの
対策を記載すべき。

4 ﾊﾟ4 　都市計画マスタープランでは、市
街化調整区域については、方針にお
いて、「保全と活用の調和を図りな
がら適正な土地利用を誘導する」と
記載があるが、立地適正化計画で
は、「市街化を抑制すべき区域」と
して居住誘導区域には含まないこと
としている。
　両計画で市街化調整区域の土地利
用に対する基本方針が一致していな
い。

　市街化調整区域は、都市計画法
上、「市街化を抑制すべき区域」と
定義されており、同区域内での新規
建築は既存集落内の住環境の保全や
一部の公益施設など、極めて限定的
に認めていることから、都市再生特
別措置法においてもその方針を示し
ています。
　本趣旨を踏まえ、都市再生特別措
置法第81条第19項では、市街化調整
区域は居住誘導区域に含まないと規
定されており、本市の立地適正化計
画においてもそれに沿って運用する
こととしています。

5 ﾊﾟ9 　都市計画マスタープランにおける
「都市施設」とは道路や公園などを
示しており、上水道、電気、ガス、
学校、病院、市役所などは含まれて
いない。
　しかし、防災上の観点からこれら
の施設を除外することは不可能であ
る。
　立地適正化計画の都市機能誘導施
設の方が「都市施設」の概念に近い
と考える。

　都市計画法第１１条では、都市計
画の「都市施設」として定めること
ができる施設として道路や公園など
が定められており、明石市では、道
路や公園、下水道などの社会基盤と
して行政が設置する施設は現在定め
てはいるものの、教育文化施設や社
会福祉施設などについては位置付け
ていません。
　しかしながら、電気やガス、学
校、市役所庁舎などは、防災上の観
点では重要な施設となりますので、
今後の参考とさせていただきます。

　立地適正化計画にある「防災指
針」は、都市再生特別措置法に基づ
き、計画への記載事項の１つとして
位置付けられたものであり、防災の
観点を取り入れたまちづくりを加速
するため、居住誘導区域内の防災対
策を記載するものです。
　一方、都市計画マスタープランで
は、都市計画における防災に関する
基本的な方針を「都市防災の方針」
として記載しており、地震災害を含
めた防災に関する具体的な方針は、
「あかし安全まちづくり計画」など
で位置付けています。
　なお、都市計画マスタープランで
は、「都市防災の方針」の作成に当
たり、具体的な災害リスクを把握で
きるよう、災害ハザード情報や避難
所、緊急輸送道路などを記載した防
災関連図を追加しました。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

②空き地・
空き家につ
いて

6 ﾊﾟ12 　今後、高齢者の死亡の急速な増加
が見込まれ、空き家の増加が想定さ
れる。
　この深刻で既に直面している課題
に対し、都市計画マスタープランで
「エリアマネジメント」という言葉
を用いず、空き地、空き家の有効活
用など具体的な課題解決の基本方針
を記載すべき。

　空き地、空き家に関しては、都市
計画においては、用途地域の変更や
地区計画の策定などの面的な対応な
ど、様々な手法と連携し、エリアマ
ネジメントを行いながら対策を進め
ていきます。

③市街化区
域内の農地
について

7 ﾊﾟ2 　国の資料では、今後人口減少が見
込まれる地区においては、原則とし
て新たな開発予定地を「居住誘導区
域」として設定すべきではないと記
されている。
　よって、都市計画マスタープラン
には、市街化区域内の農地を居住誘
導区域に編入する理由を明確に記載
し、無秩序な宅地開発を誘発しない
ための対策を明記すべき。

ﾊﾟ10 　市街化区域内の農地等が、開発許
可基準が適用されない小規模な宅地
化により、木造密集や狭あい道路の
発生により乱開発とならないよう取
り組み方針を都市計画マスタープラ
ンに記載すべき。

ﾊﾟ35 　市街化区域内の農地については、
気候温暖化の防止や災害時の避難場
所などメリットは大きい。
　しかしながら、子育て支援により
急激に人口が増加し、調整区域に比
べ、固定資産税も毎年増加し、農地
の減少が目立っている。
　一度田が潰れると元には戻れな
い。子供支援も大切だが、食料生
産、農業施策も中長期的な市民の永
住には重要であり、バランスのとれ
た政策をお願いする。
　そのためにも、生産緑地や農業者
に対する支援も必要である。

　現在、明石市では１０年連続で人
口が増加している状況であり、あか
しSDGs推進計画及び都市計画マス
タープランにおいて、２０３０年度
の目標人口を３０万とし、人口の一
定の維持を目標としています。
　よって、立地適正化計画において
も、基本的には市街化区域全域を居
住誘導区域として設定しています。
　なお、都市計画マスタープランで
は、乱開発を想定し、区画整理や道
路整備、地区計画などにより良好な
市街地形成を図ることとしていま
す。
　また、生産緑地制度については、
農地の緑地機能に着目し、良好な都
市環境の形成や持続的な農業経営を
行う上で一定の有効な制度であり、
税制面で優遇される一方で、３０年
間の営農義務があるなど、土地利用
が制限されることから、安定した制
度運用が重要であり、慎重に検討し
ながら、農地の保全や活用を図って
いくこととしています。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

④公園施設
等について

8 ﾊﾟ13 　長期総合計画では、主な施策とし
て、「街区公園」の整備が入ってい
ない。
　誰ひとり取り残さない街区公園の
整備を進めるためにも、小学校区別
の幼児・児童一人あたりの街区公園
面積のデータや維持管理費用などを
検証し、生活圏内で利用できる街区
公園の整備に関する方針を都市計画
マスタープランでは示すべき。

　街区公園の整備や緑に対する考え
方については、今後、「緑の基本計
画」の改定にあわせて具体的に検討
を行い、方針を定めていきます。

9 ﾊﾟ14 　明石市の都市行政とスポーツ行政
との連携が不足しており、スケート
ボードや３人制用兼車いす用のバス
ケットコート、自転車やその他新ス
ポーツの練習場など、屋外スポーツ
施設の整備方針が都市計画マスター
プランで示されていない。
　他都市と比べ、中核市であること
を踏まえると、屋外スポーツ施設の
整備レベルが現状のままでよいとは
思えない。

　公園施設がもつ多様な機能性を考
慮し、スポーツ行政とも連携し、利
用者のニーズも踏まえながら施設の
整備や維持管理、運営を進めていき
ます。

6



意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑤明石東部
地域のまち
づくりにつ
いて

10 ﾊﾟ24 　市役所新庁舎の建替えについて
は、中心核における最重要施設と考
えるが、都市計画マスタープランに
おいては、その機能をどのように活
かそうとするのか方針が記載されて
いない。
　また、明石港東外港の再開発につ
いては、具体的な予定がないのであ
れば文言を削除すべき。

　今回の都市計画マスタープランで
は、市役所の建替は、明石港東外港
の再開発とあわせて中心市街地の南
の拠点形成に向けた取組として位置
付けています。
　明石港東外港の再開発について
は、市と県が引き続き連携を図りな
がら、現庁舎跡地を含めた一体的な
開発を検討するなど、明石市の玄関
口としてのさらなる発展を目指しま
す。

11 ﾊﾟ20 　朝霧地域や近年病院や大規模な量
販店などの都市機能が充実してお
り、マンション開発なども進行して
いる西新町地域は明石東部地域とい
うくくりから脱して３分割した方が
よい。
　よって、立地適正化計画におい
て、ＪＲ朝霧駅周辺及び山陽西新町
駅周辺は、独立した都市機能誘導区
域として位置付けるべき。

説1 　西新町駅周辺については、都市計
画マスタープランでは「生活拠点」
と表記しているが、立地適正化計画
では「都市機能誘導区域」に設定さ
れていない。
　最近の西新町駅周辺は、大きな病
院やスーパーなどができて都市機能
誘導施設が多くあり、なぜ都市機能
誘導区域から外すのか分からない。

　都市計画マスタープランでは、明
石東部地域の「都市核」としては、
路線バスなどの公共交通ネットワー
クの状況も踏まえ、「ＪＲ・山陽明
石駅」を「中心核」、「ＪＲ朝霧
駅」を「主要地域核」に位置付けて
います。
　その中で、地域区分については、
ＪＲ朝霧駅や山陽西新町駅周辺は、
近年、地域に密着した商業施設や病
院などが立地していますが、中心核
であるＪＲ・山陽明石駅へのアクセ
ス性も高いことから、朝霧地域や西
新町地域も含めて明石東部地域とし
ています。
　立地適正化計画では、行政機能や
大規模な商業機能などの都市機能施
設は、ＪＲ・山陽明石駅周辺に集約
されていることから、「ＪＲ・山陽
明石駅」を「中心拠点」に位置付
け、都市機能誘導区域を設定してい
ます。
　また、「ＪＲ朝霧駅」は交通の拠
点として重要であることから「主要
地域拠点」に位置付け、今後のまち
づくりの動向を踏まえながら、適切
な時期に区域を設定します。「山陽
西新町駅」周辺は、今後のまちづく
りの動向などを踏まえ、都市機能誘
導区域を設定するかも含めて、適宜
見直しを行う予定です。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑥西明石地
域のまちづ
くりについ
て

12 ﾊﾟ26 　西明石駅南側は、木造建築物の密
集や藤江地区は西明石駅から離れて
おり、不便であるといった課題があ
る。
　駅北側は、住宅地域、文教地区と
なっているが、上ケ池公園や野の池
貯水池の再整備等を考慮し、地区に
不足している市民交流施設等の設置
が望まれる。

ﾊﾟ27 　西明石南側は、海岸を活かしたま
ちづくりを考える区域や工場群、商
店街、木造密集住宅、共同住宅、一
般住宅が存在する区域となり、用途
地域の再検討が必要。
　北側は、新幹線整備により区画整
理もほぼ完了し、住宅、文教地区と
して整備されている。出来上がった
様々な施設を基に、有効利用する新
しいまちづくりを目指すべき。

説7 　西明石駅南側は、コンパクトシ
ティのためにも、地元の意見を聞き
ながら駅周辺の開発をしっかりと行
うべき。

説21 　木造密集地の解消も重要。西明石
駅南の通りは地震などがあれば大惨
事になる。時間をかけてでも整備し
ていくべき。

説10 　計画を策定するにあたって、進め
方に市民参画が不足している。
　西明石にはサービスコーナーがあ
るが、図書館や交流施設など地域と
してもっと必要なものがある。

⑦大久保地
域のまちづ
くりについ
て

13 ﾊﾟ37 　都市計画マスタープランの地域別
構想の中で、大久保地域ではスマー
トインターチェンジの設置検討とあ
るが、どこまで検討されているの
か、方針として定めてよいのか異議
あり。

　明石サービスエリアにおけるス
マートインターチェンジの設置につ
いては、現在、大久保北部市有地の
利活用とあわせて、調査を実施して
いるところです。

⑧魚住地域
のまちづく
りについて

14 ﾊﾟ45 　JR魚住駅周辺は、他の駅と比べて
店も少なく空きテナントが多く、駅
前ロータリーも小さいため、他の駅
と同じくらい乗降客数が増加するよ
う発展させてほしい。

　魚住地域については、新しく自由
通路や南北駅前広場などが整備され
たJR魚住駅を中心とし、現在整備中
の17号池魚住みんな公園や北部の農
地などの緑環境、南部の海際の公園
や海岸施設などと連携しながら、暮
らしの核づくりの強化や賑わいづく
りに取り組んでいきます。

　西明石のまちづくりについては、
西明石活性化プロジェクト協議会に
て示された地域共通の最優先課題解
決に向け、「ＪＲ西明石駅及び駅周
辺の安全性と利便性の向上」「地域
交流拠点の充実」を図るため、ＪＲ
西日本と共同で取組を進めていると
ころです。
　具体的な取組として、都市計画に
ついて、駅前広場及びアクセス道路
等の都市施設や当該エリアの高度利
用のための用途地域の変更などを
2022年11月に実施したところです。
　また、ＪＲにおいては駅ビルの建
設、バリアフリーに配慮した改札口
の設置及び社宅用地を活用した良質
で快適なまちづくりを、明石市にお
いては現在工事中の南畑踏切の歩道
橋化・バリアフリー化に加え、新改
札の整備にあわせた駅前広場及び駅
前広場から南へ向かう南北道路とサ
ンライフ明石の南側に面する東西道
路の２路線のアクセス道路の整備を
実施する予定です。
　現在の取組に加え、更に広域的な
取組も必要であると認識しており、
引き続き、検討したいと考えていま
す。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑨二見地域
のまちづく
りについて

15 説32 　持続可能なコンパクトなまちづく
りとは、二見地域にとっては具体的
にはどのようなイメージなのか。

説28 　立地適正化計画では、山電付近が
「都市機能誘導区域」として設定さ
れているが、実際は北側の二見北校
区は人口が多い。
　高齢化すると北から浜側へいくの
が大変であるという声もあるがどの
ような考え方でまちづくりを行うの
か。

ﾊﾟ7 　都市計画マスタープランの地域別
構想において、バスサービスの確保
について、二見地域では土山駅や東
二見、西二見駅の循環など具体的な
記載があるが、他の４地域において
は、具体的な記載が皆無のため、各
地域毎に課題の解決策を記載すべ
き。

16 説30 　二見市民センターは、二見地区３
校区にとって便利な場所に位置する
ことが理想。もう少し中心の地区に
移設が望まれる。

説34 　二見地域は３小学校区がそれぞれ
特色もあり、二見市民センターは地
域の中心である西部文化会館の位置
に立地するべき。そうするとたこバ
スのルートも活性化されると思われ
る。

説35 　西部文化会館は築５０年近くにな
り、そろそろ建て替えの時期にな
る。二見市民センターを西部文化会
館の位置に移設して、周辺の地価上
昇や人口増加、税収増加を考えて欲
しい。
　西部文化会館と市民センターの統
合を願う。

　本市においては、市内全域で駅を
中心としたコンパクトなまちづくり
を進めており、二見地域以外の地域
では、乗降客数が多く、様々な施設
が集積していることからJR各駅を中
心としています。
　しかしながら、二見地域において
は、二見市民センターなど公共施設
がある「東二見駅周辺」、近年、商
業施設や住宅などが増加している
「西二見駅周辺」、そして、駅自体
は隣接する播磨町に位置するが、明
石市内からも多くの利用がある「土
山駅周辺」と３つの拠点が存在する
ことから、他の地域とは違うまちづ
くりが求められていると考えていま
す。
　また、臨海地域には産業の拠点で
ある南二見人工島や漁港、公園やレ
クリエーション施設が共存し、位置
している状況です。
　そこで、二見地域については、３
つの拠点を交通ネットワークでつな
ぎ、各地域の機能が連携して強化さ
れ、誰もが利用しやすい拠点形成を
目指しています。

　二見地域においては、二見市民セ
ンター、西部文化会館なども含めて
の都市機能誘導区域を設定していま
す。
　いただいたご意見は、二見市民セ
ンターや西部文化会館の建替検討時
の課題とさせていただきます。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑩都市計画
マスタープ
ランの内容
全般につい
て

17 ﾊﾟ40 　都市計画マスタープランの中に用
語解説ページを作成して欲しい。

　ご意見を踏まえ、より分かりやす
い計画となるよう用語集の作成を検
討します。

18 ﾊﾟ36 　都市計画マスタープランの中で定
めている、経済・社会・環境を軸と
した、都市づくりの３つの視点に加
えて、「脱炭素の都市づくり」「市
民参画」の項目を追加し、2050年の
カーボンニュートラル実現を打ち出
すべき。

　脱炭素社会の都市づくりについて
は、都市づくりの方針の中の「環境
保全・整備の方針」にて「環境にや
さしく脱炭素型のまちづくりに関す
る方針」として方針を定めていま
す。
　また、別途「第３次明石市環境基
本方針」を令和４年４月に策定し、
計画を推進していきます。

19 ﾊﾟ38 　都市計画マスタープランの計画の
推進方針の中で、計画段階から市民
が参画、協働し、地域毎には審議会
を設置し、市民が目に見える形で権
限を持つ運用や進行管理されること
を望む。

　都市計画マスタープランについて
は、現在、学識経験者や市議会代
表、各種団体などで構成する「明石
市都市計画審議会」においてご意見
を伺い、意見交換の内容も公表しな
がら運用を進めていきます。

20 ﾊﾟ39 　都市計画マスタープランの推進に
あたっては、特に海岸やため池、農
地、水道、計画づくりについて県や
他市、国との連携を望む。

　国や県、隣接する市町とも十分に
連携し、まちづくりの目標達成を目
指して取り組んでいきます。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑪立地適正
化計画の内
容全般につ
いて

21 ﾊﾟ19 　立地適正化計画では、5.1都市機能
誘導区域の説明は重複しているた
め、１つにまとめて簡略するべき。

　ご意見を踏まえ、重複している箇
所を削除します。

22 ﾊﾟ21 　立地適正化計画において示した誘
導施設の誘導を都市計画マスタープ
ランにおいて計画するべき。

ﾊﾟ23 　都市計画マスタープランは、立地
適正化計画にて位置づけしている誘
導施設（各種行政関連施設）の整備
方針を示すことが必要である。

23 ﾊﾟ25 　立地適正化計画において、誘導施
設を特定(２２施設又は２５施設)し
ているが、例外を除いて行政が自ら
設置する施設である。
　したがって、正確には行政が誘導
する民間施設ではない。立地適正化
計画の趣旨に沿った誘導施設(民間施
設)を例示して、その誘導方法を記載
すべきである。

　「誘導施設」は、行政、民間問わ
ず、本市が誘導すべき都市機能増進
施設です。国土交通省が作成した立
地適正化計画作成の手引きの誘導施
設の例や核都市機能誘導区域の地域
特性などを踏まえ、都市機能を誘導
するために設定しているため、具体
的な施設名で定義していません。
　また、居住者に日常的に利用され
る施設は、基本的に市街化区域全域
を居住誘導区域に設定し、居住誘導
区域の現状維持を図ることから、
5.2.2 記載のとおり、誘導施設とし
て都市機能誘導区域内に誘導・集約
するのではなく、居住誘導区域内に
幅広く配置し、生活利便性の維持・
向上を目指します。
　なお、ご意見を踏まえ、新たにそ
の他資料編を作成し、策定時点で誘
導施設に該当する誘導施設２５施設
を記載します。

24 説25 　「居住誘導区域」の設定について
妥当であると感じているが、「土砂
災害警戒区域」を居住誘導区域に含
めることで、国庫補助事業の適用対
象外になることはないのか。

　現時点で「土砂災害警戒区域」を
居住誘導区域に含めることで、適用
対象外となる国庫補助事業はありま
せん。

　都市計画マスタープランと立地適
正化計画については、根拠法令や使
用用語の違いは若干あるものの、ま
ちづくりに対する考え方や方向性に
ついては連携して別に策定を行って
います。
　また、立地適正化計画では、「都
市機能誘導区域」や都市機能として
維持や新たに誘導を図る「誘導施
設」などを設定するもので、行政施
設において具体的な整備方針につい
ては、「明石市公共施設配置適正化
基本計画及び実行計画」や各施設の
整備計画で示すことになります。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑫交通計画
全般につい
て

25 ﾊﾟ6 　明石市への移住の動機は子育て支
援策ではなく、交通の利便性であ
る。しかし住んでみてそれほど充実
していないと感じていることが課題
である。
　たこバスの交通体系の不十分さを
課題と捉えて、解決策の方針を明記
すべき。また、都市計画マスタープ
ラン内の名称としてコミュニティバ
スではなくたこバスと明記すべき。

ﾊﾟ18 　立地適正化計画のまちづくりの基
本方針で、公共交通ネットワークが
充実しているとあるが、市民意識調
査では、今後推進すべき分野は「交
通体系の充実」の割合が高く、ネッ
トワークを維持していくだけでなく
拡充も必要なのでは。

説4 　明石は「子育てのまち」とよく言
われるが、実際は交通の便のわりに
土地が安いなどにより選ばれてい
る。
　アンケート結果でも、交通の便を
理由に転入したが、実際は不便で
あったという声はないのか。

26 ﾊﾟ41 　総合交通計画はデータの掲載も多
く、大変分かりやすく、評価しま
す。

ﾊﾟ49 　障害者は外出機会が増えることで
社会とのかかわりが増え、生活の質
の向上が図られることから、総合交
通計画の策定には賛成であり、ユニ
バーサルデザインのまちづくり計画
とも連動しながらさらなる安全安心
のまちの機能向上を望みます。

　令和元年実施の市民意識調査で
は、「電車やバス、道路などの利便
性が高い」という設問では、「そう
思う・どちらかといえばそう思う」
と回答した方が約７５％あり、一定
の満足度を得ている状況にありま
す。
　ただし、「今後推進すべき分野」
においては、「高齢者支援の充実」
や「子育て環境の充実」に次いで
「交通体系の構築」が求められてお
り、交通施策への期待が高いことが
分かりました。
　この度のコロナ禍により、公共交
通を取り巻く環境は一層厳しくなっ
ていますが、地域のニーズにこたえ
られるよう、利便性の向上や利用促
進を図ることで、今の充実した交通
ネットワークの維持、改善を目指し
ます。
　また、市内を走るコミュニティバ
スについては、「Tacoバス」の愛称
で親しまれているところですが、計
画内では正式に「コミュニティバ
ス」と記載しながらも、これからも
市民に愛され、市民の足を守る交通
手段となるよう、運行に努めていき
ます。

　「明石市ユニバーサルデザインの
まちづくり実行計画」をはじめ、上
位計画、関連計画と連携を図りなが
ら、より分かりやすい計画づくりに
努め、「誰もが安全で安心して移動
できる持続可能な交通体系の確立」
を目指し、交通施策を推進してまい
ります。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

27 ﾊﾟ42 　総合交通計画については、2050年
のカーボンニュートラル、脱炭素社
会の実現に向けて、CO2排出量のデー
タを提示し、基本戦略や施策に反映
して欲しい。

　計画では、CO2削減に向け、エコ通
勤など、自家用車から公共交通への
転換を促しますが、CO2の排出量デー
タではなく、公共交通に関連する
「公共交通の利用者数」や「公共交
通のカバー圏域」など評価しやすい
指標を用いながら、脱炭素社会の実
現に向けた取組を進めます。

28 ﾊﾟ44 　総合交通計画の「基本戦略」や
「計画の実現」に向けてで、参画と
協働が明示されているが、より多く
の市民が地域の場で参画できる機会
を望む。

　計画の実現、推進に向けては、市
民や行政、交通事業者などで構成さ
れた「明石市地域公共交通活性化協
議会」により、利用者の意見にも耳
を傾けながら、データ分析、計画の
目標達成状況の監視を図りながら事
業の推進に取り組んでいきます。

29 説26 　総合交通計画は国が定める「交通
政策基本計画」との関連性は。下位
計画となるのか。

　交通政策基本法に基づき国が定め
る「交通政策基本計画」は交通に関
する総合的な方針を示すものです。
　一方、今般当市で作成する総合交
通計画は、「地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律」に基づき、
国が別途策定する基本方針に則り作
成するものであることから、厳密に
は前述の交通政策基本計画の下位計
画とはなりません。
　ただし、地域の公共交通の適切な
維持確保は二つの法律の目的等に共
通して掲げられており、国の計画や
基本方針、当市で定める計画は齟齬
するものではなく、同じ理念に基づ
いたものと言えます。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑬バス交通
全般につい
て

30 説5 　他都市では、自治体が無料でバス
を走らせているところもある。
　バス交通は、高齢者にとってエレ
ベーターやエスカレーターと同じよ
うなものである。採算性やコストの
話ではなく、無料で走らせるほうが
よい。

説6 　赤字の路線バスを走らせる理由は
あるのか。赤字ならたこバスを走ら
せればよいのではないか。

説8 　たこバスは赤字でも拡大をするべ
き。西明石駅は５分に１本は電車が
運行していることから、１時間に１
本のたこバスでは誰も乗らないので
はないか。

説17 　バス交通の運行頻度は非常に重
要。交通に力を入れると経済効果が
生まれる。交通単体で赤字であって
も、地域全体が活性化すればよい。

31 説16 　高齢化で歩行できる距離が短く
なってきている。その中でバスの利
用者数を増やすには、便数の増加や
バス停の間隔を短くすることであ
る。
　また、それでも乗らないならデマ
ンドタイプの交通を採用すれ課題解
決できるのでは。

　デマンド型バスは、事前に予約す
ることにより、利用者が乗り合って
移動を行う交通サービスであり、定
時定路線型のバスに比べてサービス
水準は低くなります。
　他都市では、極端に人口密度が低
い地域や、バス交通が撤退した過疎
地などで運用されているケースが多
くなっています。
　本市においては、現在、一定の人
口密度を持つコンパクトなまちが形
成されており、バスネットワークも
市域を概ねカバーしていることか
ら、既存のバス交通を維持すること
を優先に施策展開を図っています。

　本市は、東京や大阪などの都心部
ほどではないものの、高い人口密度
により、鉄道やバスなどの民間によ
る公共交通ネットワークが一定の割
合で整備され、利便性が保たれてい
る状況です。
　そのような中、採算性を考慮せ
ず、税金の過大な投入による運行本
数の増大や無料化などは、支出に見
合った効果は得られないものと考え
ております。
　そのため、「交通ネットワークの
考え方」に基づき、民間事業者も含
めた各交通手段が適切な役割分担を
行いながら交通ネットワークを形成
し、民間事業者ではサポートできな
い部分を行政が支援しながら、地域
全体が活性化するような交通政策に
取り組んでいきます。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑭路線バス
について

32 説3 　大観地区は路線バスが１時間に１
本しかなく、明石駅に行くにもタク
シーがないと困難な人が多い。
　藤江線は不採算路線だが、増便な
どの見直す予定はないのか。

　現在、明石駅から大観、藤江方面
への路線は不採算路線であり、すぐ
に増便することは厳しいと認識して
いますが、今後は本計画の基本理念
のもと、地域住民の方も一緒になっ
て公共交通の利用意識を醸成し、利
用者の増加につなげていき、路線の
維持やサービス水準の向上につなげ
ていきたいと考えています。

33 説9 　大久保駅は開発による人口増加で
ホームが人が多く危険である。
　バスなどで、できるだけ西明石へ
人を誘導すればよい。

　大久保駅については、JRでは、
ホームの安全対策として、内方線つ
き点状ブロックや、列車の接近を知
らせる「発車票」の設置など、ハー
ド面での安全対策に加え、朝のラッ
シュ時にには飛び出し見張り員の配
置などソフト面での対策していると
ころです。
　また、あわせてJRでは、人のホー
ムへの転落をセンサーで検知する
「ホーム安全スクリーン」を順次各
駅に設置する予定となっており、今
後もさらなる安全対策についてJRへ
要望行ってまいります。
　バス交通のネットワークについて
は、計画内の交通ネットワークの考
え方や地域のニーズも注視しなが
ら、より望ましい交通網を形成して
まいります。

34 説15 　西明石駅と貴崎地区を結ぶ路線バ
スは現在１日１便程度で非常に不
便。
　西明石駅南に新しい駅前広場と道
路拡幅が行われるなら、新路線の増
設は検討されないのか。

説18 　貴崎から明石方面に行くメリット
は少ない。西明石で用が足りる。

ﾊﾟ48 　貴崎地域から西明石への交通が不
便であることから、貴崎にある総合
福祉センターからJR西明石駅に向け
てのコミュニティバスの運行を計画
に入れて欲しい。

　現在、貴崎、林崎地域は、明石駅
まで、国道２号側から通るルートと
県道明石高砂線側から通るルートで
あわせて昼間２便/ｈある路線バスが
運行されていますが、一定の利用者
がいるものの、採算性には課題があ
るところです。
　そのような路線に運賃の安いコ
ミュニティバスを運行させた場合、
民間バス路線と競合し、既存路線の
経営を圧迫し、路線バスの大幅な減
便や休止を招き、結果的に地域の交
通サービスの水準が大幅に悪化する
恐れがあります。
　コミュニティバスは運賃は安いも
のの、１台当たりの輸送量は少な
く、１便/ｈであることを踏まえる
と、既存の路線バスの方がサービス
水準が高く、コミュニティバスの導
入よりも既存路線の利用を促進し、
維持、改善を目指すことが必要と考
えています。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑮コミュニ
ティバスに
ついて

35 ﾊﾟ43 　コミュニティバスの収支率５０％
を目指すとあるが、たこバスは地域
福祉の施策であり、収支率で改廃す
ることには反対である。
　地域平等性等の課題もあるが、高
齢化社会の重要施策であると考え
る。

　コミュニティバスは貴重な税金を
投入して運行することから、利用が
低迷しているルートは、地域の方と
ルート見直しながら利用促進を進
め、利用状況を改善していく必要が
あると考えており、収支率の目標値
を定めています。
　なお、本計画では、計画全体の目
標として収支率５０％を目指すこと
としていますが、各ルートの路線改
廃にあたっては、収支率だけでな
く、沿線人口の利用率の指標も追加
しています。

36 説20 　西明石駅や山陽電鉄の駅から勤務
先の工場まで歩いて通勤する人が多
いので、たこバスに誘導する検討も
必要なのでは。

　普段徒歩で通勤されている方が、
雨天時などの代替交通手段としてマ
イカーではなく、コミュニティバス
や路線バスを選択するような取組を
継続していく必要があると考えてい
ますので、今後も情報発信などに取
り組んでまいります。

37 説22 　現在、たこバスの路線改廃スキー
ムにおいて、ボーダーライン以下の
ルートはあるのか。
　目標である公共交通利用圏はコ
ミュニティバスも勘案しているの
か。

　現在、コミュニティバスの利用者
数はコロナ禍前より減少し、昨今の
燃料費や人件費の高騰により収支率
は悪化している状況であり、令和３
年度の実績では、全１５ルート中８
ルートが収支率が未達成となってい
ます。
　しかしながら、路線改廃スキーム
の判定では、沿線人口の利用者数の
状況などを踏まえると、継続的な利
用促進は必要ではあるものの、大幅
に運行を見直す必要があるルートは
ありません。
　また、公共交通利用圏の算出に
は、コミュニティバスのバス停も対
象としています。

38 説29 　二見北地域から市民センターに行
くには、たこバスの二見ルートで山
電東二見駅北側のバス停で降りて南
側に歩いて行かなければならない。
　直接市民センターへ行けるルート
設定はできないのか。

　二見ルートは、以前は二見市民セ
ンターを経由していましたが、利用
が低迷していたため、現在は二見地
域の鉄道駅３駅を効率的に運行する
ルートに見直しています。
　ルート見直し後、速達性が向上し
たこともあり、現在は、利用者が
年々増加している状況です。
　しかしながら、利用者のニーズも
年々変化することから、地域の声も
伺いながら、今後もより良いルート
への見直しについて検討してまいり
ます。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑯道路につ
いて

39 ﾊﾟ28 　西明石周辺の交通ネットワークと
しては、東西は国道２号、浜国道が
役割を果たしているが、南北方向は
東の175号から明姫幹線まで都市計画
道路がなく、特に西明石地区南側は
非常にネットワークは貧弱である。
　周辺人口の状況や工場地域の需要
を確認し、調整しながら、西明石
駅、藤江駅、林崎松江海岸駅をはじ
め、地域内や各工場地域などを結ぶ
道路網が必要である。
　また、北側についても未整備の計
画道路の推進が必要である。

説14 　東西方向には国道や県道がある。
しかし、西明石駅周辺には南北方向
の道路が不足している。
　藤江駅や林崎松江海岸駅などの交
通拠点を結ぶ満足な道路が無い。ア
クセス道路は必要。

40 説19 　貴崎周辺の道路は、自転車を利用
する高齢者が多く危険。
　公共交通に転換すれば交通安全に
寄与するのでは。

　交通安全については、道路の安全
対策だけでなく、公共交通への利用
転換も含めて総合的に実施していき
ます。

41 説23 　大久保松陰線の進捗状況は。 　大久保駅前区画整理区域内の部分
は概ね整備は終わっていますが、そ
れより東側の部分については、一部
区間で整備が完了しているものの、
その他の区間については、現在のと
ころ、事業予定はない状況です。

42 ﾊﾟ33 　金ヶ崎神社南側の山手環状線を加
古川市まで西へ伸ばしてほしい。ま
たは旧西国街道の拡幅を望む。
　現在、国道２号より北側は東西へ
抜ける道路がなく、今後、「17号池
魚住みんな公園」のオープンを控
え、さらに国道２号が渋滞する可能
性がある。
　ここ数年で大久保から東への道路
は新設されて便利になった。今後は
大久保より西への道路を新設して欲
しい。

　大久保地域の国道２号の渋滞につ
いては、現在、山手環状線（大窪工
区）や江井ヶ島松陰新田線が事業中
であり、それらの環状道路の完成に
より渋滞の解消が期待されていると
ころです。
　今後も交通環境の変化に伴う道路
の渋滞状況等を注視しながら、必要
な道路整備を進めてまいります。

　西明石駅周辺については、道路の
ネットワークが課題であることは認
識しています。
　現在、西明石駅南側については、
新しい改札口の設置に伴う駅前広場
やアクセス道路など新たなネット
ワーク整備を予定しています。
　また、西明石駅南側には、山陽電
鉄林崎松江海岸駅や藤江駅などもあ
ることから、道路ネットワークだけ
でなく、バスなどの公共交通のネッ
トワークも含めて、公共交通のニー
ズにあわせた交通施策を検討してい
きます。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

43 ﾊﾟ31 　南北に計画されている都市計画道
路長坂寺線で、JR踏切から南の浜国
との交差点の間の道路幅を拡げてほ
しい。
　特に大型スーパーが開店し、自動
車や自転車の利用が多くなってお
り、踏切北側の道路整備が完了する
とさらに交通量が多くなることが見
込まれる。

　都市計画道路長坂寺線について
は、現在国道２号～踏切までの区間
の整備を進めております。
　今後も、周辺の土地利用や交通環
境の変化を注視し、整備の必要性を
検討してきます。
　また、都市計画道路の整備には長
期の期間を要することから、交通安
全施設の設置などを含めた安全対策
を必要に応じて講じていきます。
　

44 ﾊﾟ32 　錦が丘３丁目のJR踏切から北への
道路について、自動車や歩行者の通
行が多く、歩道が道路の途中までし
か確保されていないため、危険であ
るので道路拡幅、歩道設置を望む。

説31 　二見の県道明石高砂線や学校、消
防署周辺など、道路に歩道はついて
いるものの、凹凸で利用しづらい箇
所があり、ベビーカーや車いす等で
も通行しやすい歩道整備が望まれ
る。

45 説27 　土山駅東側の踏切については、歩
道橋とスロープがあるが、距離も長
く利用しづらい。交通量も多く、今
後近隣に商業施設の開業も予定され
ており、安全対策が望まれる。

　踏切の安全対策については、すべ
ての踏切を一度に対策することは困
難なため、優先順位をつけながら順
次安全対策を進めています。今後も
周辺の土地利用や交通状況を注視し
ながら、必要な安全対策を検討して
まいります。

46 説33 　土山駅東側の踏切を北側に渡り、
西に行くと急に道路が絞りこまれる
箇所がある。明石市域はグリーンベ
ルトの整備などの措置が講じられて
きたが、交通量も多く危険なため、
隣接する播磨町とも連携して取り組
んでほしい。
　また、タクシーターミナル付近の
横断歩道は見通しが悪く車両が停止
線で停まらなく、なかなか渡ること
ができない。何か対策を講じて欲し
い。

　幅員が狭小な道路や見通しが悪い
道路などについては、道路の構造だ
けでなく、注意喚起の看板設置など
もあわせて検討し、交通安全対策を
講じていきます。
　なお、今年度、当該横断歩道手前
に歩行者優先の啓発看板を設置して
おります。

47 ﾊﾟ46 　JR魚住駅北側から野木病院までの
坂のある道路は、降水量が多い日
は、雨水に足を取られそうになって
危ないので、排水能力を向上して欲
しい。又は難しい場合は歩道に屋根
を設置して欲しい。

　道路排水においては、側溝の状況
や雨水管の整備状況なども勘案しな
がら浸水被害の軽減を図ってまいり
ます。

48 ﾊﾟ47 　魚住町錦が丘１丁目から３丁目付
近の道路のマンホールの蓋からゴキ
ブリが出てくるのをよく見かけるの
で、殺虫駆除または出てこないよう
な蓋への交換を順次実施して欲し
い。

　ご意見として伺い、担当部署へお
伝えします。

　道路の安全対策については、道路
の利用状況や利用者の声も参考にし
ながら、道路拡幅や歩道設置などだ
けでなく、その他の交通安全施設の
設置などを含めて総合的に取り組ん
でまいります。
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意見・質問の概要 市の考え方大項目 No. No.

⑰鉄道施設
について

49 ﾊﾟ30 　将来新駅を設置するのであれば、
駅周辺は住宅地域ではなく、大型商
業施設や運転免許センター、市役
所、企業の本拠地等といった市、県
の中心となるようなまちにしてほし
い。

　鉄道駅周辺は、まちづくりにとっ
て、商業やサービス機能など様々な
機能が集積する場所であることが必
要なことから、今後、新しい駅を設
置する必要性のある場合は、周辺の
まちづくりも含めて慎重に検討を行
います。

50 説13 　他の地域に比べて、西明石南町の
まちづくりが取り残されている。
　駅東口のバリアフリー整備はどう
なっているのか。
　障害当事者や高齢者、ベビーカー
を押す方々などが困っている。

　現在、ＪＲ西日本との共同の取組
として、六甲バター工場跡地におい
て、新たな改札口を備えた駅ビルや
駅前広場、それにつながるアクセス
道路の整備により、地区のバリアフ
リー化を進めています。
　また、西明石駅周辺としては、南
畑踏切の立体化など歩行環境の整備
に取り組んでいるところです。
　なお、西明石駅東改札口からホー
ムまでのバリアフリー化について
は、ホームの幅が狭いなど構造的な
ものに加え、技術的、費用的に多く
の課題があるとＪＲ西日本から聞い
ておりますが、引き続きＪＲと協議
を行います。

51 ﾊﾟ34 　最近のコロナ禍やJRとの競争によ
り山陽電車の経営が厳しいとのこ
と。
　江井島地域としては、山陽電車は
通勤者など明石駅や神戸方面へ行く
のに重要な公共交通なので、廃止と
ならないよう行政からも支援をお願
いする。

　多くの利用者がある山陽江井ヶ島
駅については、現在のところ廃止と
なる予定はありませんが、今後も山
陽電鉄と連携して沿線の利用促進な
どの施策を検討していきます。
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⑱その他 52 説24 　各計画にキャッチフレーズをつけ
ているのは魅力的な一方、どれをみ
ればいいのか感じるところもある。

　基本的には「あかしSDGs推進計画
（明石市第６次長期総合計画）」の
理念や方向性を元に、それぞれの計
画の特徴を反映させた形としていま
す。

53 説11 　大切な計画の説明会だが、参加者
が非常に少なく、もっと住民が参加
できるような取組をすべき。
　意見交換できるよう、計画の説明
はもっと丁寧に、知識のない人でも
わかりやすく説明して欲しい。
　また、住民だけでなく、在勤者や
権利者などステークホルダーも含め
て意見交換できた方が良い。

説12 　説明会のチラシの配布や回覧など
もっと広報活動を行うべきであった
のでは。

54 ﾊﾟ29 　教育に力をいれたまちづくりとし
て、「子供の教育力アップ」「習い
事による家計への負担減少」「各家
庭の平等性の確保」「高齢者の生き
がいの確保・認知症防止」「非行、
不良少年の減少」「治安向上」「税
収増加」を目的として、
①高齢者が、塾や習字など教室を開
き、地域の小学生が無償で受けられ
るサービスを行う。
②塾など子供の教育に関する習い事
を提供する企業などに対して公民館
や学校などを無償で貸し出し、月謝
の引き下げを行う。
③市内で使える習い事クーポンを配
布する。
を提案する。

　ご意見として伺います。
　都市計画マスタープランは基本的
に社会基盤整備に関する計画です
が、子育て、教育、高齢者施策など
とも連携した計画として取り組んで
いきます。

　説明会および意見募集の広報につ
いては、10/14よりホームページへの
掲載、広報あかし10/15号への掲載、
10/19開催のまちづくり協議会理事会
での案内などを通して実施しまし
た。
　また、説明会でのご意見により、
急遽計画の説明動画を作成し、11/15
よりホームページおよびYoutubeにて
動画を配信しました。
　市民参画の方法については今後も
課題として認識し、取り組んでいき
ます。
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